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（
輸
出
等
の
行
為
に
係
る
制
限
の
届
出
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
品
種
登
録
の
出
願
を
し
て
い
る
者
及
び
旧

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
品
種
登
録
を
受
け
て
い
る
者
は
、
新
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
限
り
、同
項（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
届
出
が
種
苗
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
後
旧
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
前

に
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
新
法
第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
十
三
条
第
一

項
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
直
ち
に
、
当
該
出
願
品
種
に
係
る
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る

事
項
及
び
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を
公
示
す
る
と
と
も
に
、」と
、「
こ
れ
ら
の
公
示
と
併
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
第
十
三
条

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
当
該
届
出
に
係
る
事
項
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ

た
場
合
に
は
、
当
該
届
出
に
係
る
変
更
後
の
事
項
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
四
第
三
項
に
お

い
て
同
じ
。）又
は
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
公
示
と
併
せ
て
同
条
第
二
項
第
一
号
」と
す
る
。

３

第
一
項
の
届
出
が
旧
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
後
に
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
新
法
第
二
十
一
条
の

二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
十
八
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
公
示
の
際
、
こ
れ
ら
の
公
示
と
併
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に

掲
げ
る
事
項
及
び
当
該
届
出
に
係
る
事
項
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
届
出
に
係
る
変

更
後
の
事
項
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）又
は
第
十
八
条
第
二
項

第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
直
ち
に
、
当
該
登
録
品
種
に
係
る
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
公

示
（
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
と
併
せ
て
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）」
と
あ
る
の
は
「
公
示
」
と
す
る
。

（
新
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
七
項
の
規
定
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

施
行
日
か
ら
第
二
号
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
七
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
中
「
前
条
第
二
項
た
だ
し
書
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
四

項
た
だ
し
書
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
前
条
第
二
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
四
項
本
文
」
と
す
る
。

（
出
願
料
、
手
数
料
及
び
登
録
料
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

新
法
第
六
条
第
一
項
、
第
十
五
条
の
三
、
第
十
五
条
の
四
及
び
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
第
二
号
施

行
日
以
後
に
す
る
新
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
品
種
登
録
の
出
願
に
係
る
出
願
料
、
手
数
料
及
び
登
録
料
に

つ
い
て
適
用
し
、
第
二
号
施
行
日
前
に
し
た
旧
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
品
種
登
録
の
出
願
に
係
る
出
願
料

及
び
登
録
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
通
常
利
用
権
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条

施
行
日
前
に
旧
法
第
三
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
通
常
利
用
権
の
移
転
、
変
更
、
消
滅
若

し
く
は
処
分
の
制
限
又
は
通
常
利
用
権
を
目
的
と
す
る
質
権
の
設
定
、
移
転
、
変
更
、
消
滅
若
し
く
は
処
分
の
制
限

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
法
第
三
十
二
条
の
二
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
通
常
利
用
権
に
係
る
育
成
者
権
若
し
く
は
専
用
利
用
権
又
は

そ
の
育
成
者
権
に
つ
い
て
の
専
用
利
用
権
を
取
得
し
た
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
こ
れ
ら
の
権
利
を
取
得

し
た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
七
条

こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
検
討
）

第
八
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
の
施
行
の
状
況
を

勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

予
防
接
種
法
及
び
検
疫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
二
年
十
二
月
九
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

（
登
録
免
許
税
法
の
一
部
改
正
）

第
九
条

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
十
八
号

中
「
又
は
通
常
利
用
権
」
を
削
り
、
同
号

中「
、
専
用
利
用
権
若
し
く
は
通
常
利
用
権
」

を
「
若
し
く
は
専
用
利
用
権
」
に
改
め
、「
、
通
常
利
用
権
」
を
削
り
、
同
号

中
「
若
し
く
は
通
常
利
用
権
」
を
削

り
、「
こ
れ
ら
の
権
利
若
し
く
は
育
成
者
権
」
を
「
育
成
者
権
若
し
く
は
専
用
利
用
権
」に
改
め
、
同
号

イ
中「
、
専

用
利
用
権
又
は
通
常
利
用
権
」
を
「
又
は
専
用
利
用
権
」
に
改
め
る
。

（
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
十
条

国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
栽
培
試
験
」
を
「
現
地
調
査
又
は
栽
培
試
験
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
の
二
第
一
項
（
同

法
第
十
七
条
の
二
第
六
項
、
第
三
十
五
条
の
三
第
三
項
及
び
第
四
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）」
に
改
め
、「
に
よ
る
」
の
下
に
「
現
地
調
査
又
は
」
を
加
え
る
。

（
農
林
漁
業
有
機
物
資
源
の
バ
イ
オ
燃
料
の
原
材
料
と
し
て
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
第
二
項
」
に
、「
品
種
登
録
出
願
さ
れ
た
」

を
「
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
品
種
登
録
出
願
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
品
種
登
録
出
願
」
と
い
う
。）が

さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

一

農
林
漁
業
有
機
物
資
源
の
バ
イ
オ
燃
料
の
原
材
料
と
し
て
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律

第
四
十
五
号
）
第
十
三
条
第
一
項

二

米
穀
の
新
用
途
へ
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項

三

地
域
資
源
を
活
用
し
た
農
林
漁
業
者
等
に
よ
る
新
事
業
の
創
出
等
及
び
地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
促
進
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
十
七
条
第
一
項

四

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
六
十
五
条
第
二
項

五

花
き
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
号
）
第
十
三
条
第
一
項

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

農
林
水
産
大
臣

野
上
浩
太
郎
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